
                       専 決 第 ５ 号    

 

専  決  処  分  書  

 

   市 税 条 例 及 び 都 市 計 画 税 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る  

条 例 の 制 定 に つ い て  

 

 市 税 条 例 及 び 都 市 計 画 税 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 制  

定 す る こ と に つ い て は ， 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第  

９ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に よ り ， 議 会 の 議 決 を 要 す べ き と こ ろ ，  

そ の 処 置 に 特 に 緊 急 を 要 し ， 議 会 を 招 集 す る 時 間 的 余 裕 が な か っ た  

の で ， 同 法 第 １ ７ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り ， 下 記 の と お り 専 決 処 分  

す る 。  

 

記  

 

市 税 条 例 及 び 都 市 計 画 税 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

                        別 記 の と お り  

 

 

 

   令 和 ４ 年 ３ 月 ３ １ 日  

 

 

               伊 丹 市 長  藤  原   保  幸    
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市 税 条 例 及 び 都 市 計 画 税 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る  

条 例 （ 令 和 ４ 年 伊 丹 市 条 例 第 １ ４ 号 ）  

 （ 市 税 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  市 税 条 例 （ 昭 和 ２ ９ 年 条 例 第 ３ １ ６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う  

に 改 正 す る 。  

第 ４ ８ 条 第 ９ 項 中 「 第 ３ ２ １ 条 の ８ 第 ６ ０ 項 」 を 「 第 ３ ２ １ 条  

の ８ 第 ６ ２ 項 」 に ， 「 同 条 第 ６ ０ 項 」 を 「 同 条 第 ６ ２ 項 」 に 改 め ，

同 条 第 １ ５ 項 中 「 第 ３ ２ １ 条 の ８ 第 ６ ９ 項 」 を 「 第 ３ ２ １ 条 の ８  

第 ７ １ 項 」 に 改 め る 。  

附 則 第 １ ０ 条 の ２ 第 ２ 項 を 削 り ， 同 条 第 ３ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条  

第 １ ６ 項 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 １ ５ 項 」 に 改 め ， 同 項 を 同 条 第 ２  

項 と し ， 同 条 第 ４ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ４ 項 第 １ 号 」 を 「 附 則  

第 １ ５ 条 第 ２ ３ 項 第 １ 号 」 に 改 め ， 同 項 を 同 条 第 ３ 項 と し ， 同 条  

第 ５ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ４ 項 第 ２ 号 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２  

３ 項 第 ２ 号 」 に 改 め ， 同 項 を 同 条 第 ４ 項 と し ， 同 条 第 ６ 項 中 「 附  

則 第 １ ５ 条 第 ２ ４ 項 第 ３ 号 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ３ 項 第 ３ 号 」  

に 改 め ， 同 項 を 同 条 第 ５ 項 と し ， 同 条 第 ７ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第  

２ ５ 項 第 １ 号 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ４ 項 第 １ 号 」 に 改 め ， 同 項  

を 同 条 第 ６ 項 と し ， 同 条 第 ８ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ５ 項 第 ２ 号 」

を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ４ 項 第 ２ 号 」 に 改 め ， 同 項 を 同 条 第 ７ 項 と  

し ， 同 条 第 ９ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ７ 項 第 １ 号 イ 」 を 「 附 則 第  

１ ５ 条 第 ２ ６ 項 第 １ 号 イ 」 に 改 め ， 同 項 を 同 条 第 ８ 項 と し ， 同 条  

第 １ ０ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ７ 項 第 １ 号 ロ 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条  

第 ２ ６ 項 第 １ 号 ロ 」 に 改 め ， 同 項 を 同 条 第 ９ 項 と し ， 同 条 第 １ １  

項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ７ 項 第 １ 号 ハ 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ６  

項 第 １ 号 ハ 」 に 改 め ， 同 項 を 同 条 第 １ ０ 項 と し ， 同 条 第 １ ２ 項 中  

「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ７ 項 第 １ 号 ニ 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ６ 項 第  

１ 号 ニ 」 に 改 め ， 同 項 を 同 条 第 １ １ 項 と し ， 同 条 第 １ ３ 項 中 「 附  

則 第 １ ５ 条 第 ２ ７ 項 第 ２ 号 イ 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ６ 項 第 ２ 号  

イ 」 に 改 め ， 同 項 を 同 条 第 １ ２ 項 と し ， 同 条 第 １ ４ 項 中 「 附 則 第  
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１ ５ 条 第 ２ ７ 項 第 ２ 号 ロ 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ６ 項 第 ２ 号 ロ 」  

に 改 め ， 同 項 を 同 条 第 １ ３ 項 と し ， 同 条 第 １ ５ 項 中 「 附 則 第 １ ５  

条 第 ２ ７ 項 第 ２ 号 ハ 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ６ 項 第 ２ 号 ハ 」 に 改  

め ， 同 項 を 同 条 第 １ ４ 項 と し ， 同 条 第 １ ６ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第  

２ ７ 項 第 ３ 号 イ 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ６ 項 第 ３ 号 イ 」 に 改 め ，  

同 項 を 同 条 第 １ ５ 項 と し ， 同 条 第 １ ７ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ７  

項 第 ３ 号 ロ 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ６ 項 第 ３ 号 ロ 」 に 改 め ， 同 項  

を 同 条 第 １ ６ 項 と し ， 同 条 第 １ ８ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ７ 項 第  

３ 号 ハ 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ６ 項 第 ３ 号 ハ 」 に 改 め ， 同 項 を 同  

条 第 １ ７ 項 と し ， 同 条 第 １ ９ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ３ ０ 項 」 を 「  

附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ９ 項 」 に 改 め ， 同 項 を 同 条 第 １ ８ 項 と し ， 同 条  

第 ２ ０ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ３ ４ 項 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ３ ３ 項 」

に 改 め ， 同 項 を 同 条 第 １ ９ 項 と し ， 同 条 第 ２ １ 項 中 「 附 則 第 １ ５  

条 第 ３ ５ 項 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ３ ４ 項 」 に 改 め ， 同 項 を 同 条 第  

２ ０ 項 と し ， 同 条 第 ２ ２ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ４ ２ 項 」 を 「 附 則  

第 １ ５ 条 第 ３ ９ 項 」 に 改 め ， 同 項 を 同 条 第 ２ １ 項 と し ， 同 条 第 ２  

３ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ４ ６ 項 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ４ ３ 項 」 に  

改 め ， 同 項 を 同 条 第 ２ ２ 項 と し ， 同 条 中 第 ２ ４ 項 を 第 ２ ３ 項 と し ，

第 ２ ５ 項 を 第 ２ ４ 項 と す る 。  

附 則 第 １ ０ 条 の ３ 第 ８ 項 中 「 熱 損 失 防 止 改 修 住 宅 」 を 「 熱 損 失  

防 止 改 修 等 住 宅 」 に ， 「 熱 損 失 防 止 改 修 専 有 部 分 」 を 「 熱 損 失 防  

止 改 修 等 専 有 部 分 」 に ， 「 熱 損 失 防 止 改 修 工 事 」 を 「 熱 損 失 防 止  

改 修 工 事 等 」 に 改 め ， 同 条 第 １ ０ 項 中 「 特 定 熱 損 失 防 止 改 修 住 宅  

又 は 」 を 「 特 定 熱 損 失 防 止 改 修 等 住 宅 又 は 」 に ， 「 特 定 熱 損 失 防  

止 改 修 住 宅 専 有 部 分 」 を 「 特 定 熱 損 失 防 止 改 修 等 住 宅 専 有 部 分 」  

に ， 「 熱 損 失 防 止 改 修 工 事 」 を 「 熱 損 失 防 止 改 修 工 事 等 」 に 改 め  

る 。  

附 則 第 １ ２ 条 第 １ 項 中 「 １ ０ ０ 分 の ５ 」 の 右 に 「 （ 商 業 地 等 に  

係 る 令 和 ４ 年 度 分 の 固 定 資 産 税 に あ つ て は 、 １ ０ ０ 分 の ２ ． ５ ） 」

を 加 え る 。  
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 （ 都 市 計 画 税 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  都 市 計 画 税 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ３ ２ 年 条 例 第 ４ １ １ 号 ） の  

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  附 則 第 ２ 項 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 １ ６ 項 」 を  

「 附 則 第 １ ５ 条 第 １ ５ 項 」 に 改 め る 。  

附 則 第 ３ 項 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ３ ４ 項 」 を  

「 附 則 第 １ ５ 条 第 ３ ３ 項 」 に 改 め る 。  

附 則 第 ４ 項 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ３ ５ 項 」 を  

「 附 則 第 １ ５ 条 第 ３ ４ 項 」 に 改 め る 。  

附 則 第 ５ 項 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ４ ２ 項 」 を  

「 附 則 第 １ ５ 条 第 ３ ９ 項 」 に 改 め る 。  

附 則 第 ７ 項 中 「 １ ０ ０ 分 の ５ 」 の 右 に 「 （ 商 業 地 等 に 係 る 令 和  

４ 年 度 分 の 都 市 計 画 税 に あ つ て は ， １ ０ ０ 分 の ２ ． ５ ） 」 を 加 え  

る 。  

附 則 第 １ ９ 項 中 「 第 １ ５ 項 か ら 第 １ ９ 項 ま で ， 第 ２ １ 項 ， 第 ２  

２ 項 ， 第 ２ ６ 項 ， 第 ２ ９ 項 ， 第 ３ ３ 項 か ら 第 ３ ５ 項 ま で ， 第 ３ ７  

項 か ら 第 ３ ９ 項 ま で ， 第 ４ ２ 項 若 し く は 第 ４ ３ 項 」 を 「 第 １ ４ 項  

か ら 第 １ ８ 項 ま で ， 第 ２ ０ 項 ， 第 ２ １ 項 ， 第 ２ ５ 項 ， 第 ２ ８ 項 ，  

第 ３ ２ 項 か ら 第 ３ ６ 項 ま で ， 第 ３ ９ 項 若 し く は 第 ４ ０ 項 」 に 改 め  

る 。  

   付  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は ， 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 固 定 資 産 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 ２ 条  別 段 の 定 め が あ る も の を 除 き ， 第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後  

の 市 税 条 例 の 規 定 中 固 定 資 産 税 に 関 す る 部 分 は ， 令 和 ４ 年 度 以 後  

の 年 度 分 の 固 定 資 産 税 に つ い て 適 用 し ， 令 和 ３ 年 度 分 ま で の 固 定  

資 産 税 に つ い て は ， な お 従 前 の 例 に よ る 。  

２  令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ４ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 に 取 得 さ れ  

た 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ４ 年 法 律 第 １ 号 ） 第 １  
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条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 地 方 税 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ２ ６ 号 ）  

附 則 第 １ ５ 条 第 ２ 項 第 ５ 号 に 規 定 す る 施 設 又 は 設 備 に 対 し て 課 す  

る 固 定 資 産 税 に つ い て は ， な お 従 前 の 例 に よ る 。  
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